
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の通信端末を有し、何れかの通信端末から発信された情報が他の通信端末によって
順次転送される情報配信システムであって、
　各通信端末は、
　他の通信端末によって送信された情報を受信する受信手段と、
　当該情報を送信した通信端末からの距離を求める距離取得手段と、
　所定の基準距離を設定し、上記距離取得手段によって取得した距離が当該基準距離に近
付くほど上記情報を転送する送信待ち時間を小さく設定する送信待ち時間計算手段と、
　上記送信待ち時間計算手段によって計算した上記送信待ち時間を経過したのち、上記情
報を転送する送信手段と、
　第１の情報の送信待ち時間中に、他の通信端末から送信された当該第１の情報と同一の
第２の情報を上記受信手段によって受信したとき、当該第１の情報と当該第２の情報の両
方の転送を中止させる制御手段と
　を有する情報配信システム。
【請求項２】
　上記受信手段が電波を受信し、
　上記送信手段が電波を送信する
　請求項１記載の情報配信システム。
【請求項３】
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　上記送信待ち計算手段が、上記基準距離を上記情報を送信した通信端末の電波伝播距離
の半分に設定する
　請求項２記載の情報配信システム。
【請求項４】
　上記距離取得手段は、上記受信手段によって受信した電波の信号の強度に応じて、上記
受信した情報を送信した通信端末からの距離を求める
　請求項２または請求項３のいずれか１項に記載の情報配信システム。
【請求項５】
　上記距離取得手段は、上記受信手段によって受信した電波の信号の位相に応じて、上記
受信した情報を送信した通信端末からの距離を求める
　請求項２または請求項３のいずれか１項に記載の情報配信システム。
【請求項６】
　複数の通信端末を有し、何れかの通信端末から発信された情報が他の通信端末によって
順次転送される情報配信システムであって、
　各通信端末は、
　他の通信端末によって送信された情報を受信する受信手段と、
　本通信端末に電源を供給する電池の残量が大きいほど、上記情報を転送する送信待ち時
間を小さく設定する送信待ち時間計算手段と、
　上記送信待ち時間計算手段によって計算した上記送信待ち時間を経過したのち、上記情
報を転送する送信手段と、
　第１の情報の送信待ち時間中に、他の通信端末から送信された当該第１の情報と同一の
第２の情報を上記受信手段によって受信したとき、当該第１の情報と当該第２の情報の両
方の転送を中止させる制御手段と
　を有する情報配信システム。
【請求項７】
　複数の通信端末を有し、何れかの通信端末から発信された情報が他の通信端末によって
順次転送される情報配信方法であって、
　上記通信端末において、他の通信端末によって送信された情報を受信するステップと、
　当該情報を送信した通信端末からの距離を求めるステップと、
　所定の基準距離を設定し、求められた上記距離が当該基準距離に近付くほど上記情報を
転送する送信待ち時間を小さく設定するステップと、
　設定された上記送信待ち時間を経過したのち、上記情報を転送するステップと、
　第１の情報の送信待ち時間中に、他の通信端末から送信された当該第１の情報と同一の
第２の情報を受信したとき、当該第１の情報と当該第２の情報の両方の転送を中止させる
ステップと
　を有する情報配信方法。
【請求項８】
　複数の通信端末を有し、何れかの通信端末から発信された情報が他の通信端末によって
順次転送される情報配信方法であって、
　上記通信端末において、他の通信端末によって送信された情報を受信するステップと、
　本通信端末に電源を供給する電池の残量が大きいほど、上記情報を転送する送信待ち時
間を小さく設定するステップと、
　設定された上記送信待ち時間を経過したのち、上記情報を転送するステップと、
　第１の情報の送信待ち時間中に、他の通信端末から送信された当該第１の情報と同一の
第２の情報を受信したとき、当該第１の情報と当該第２の情報の両方の転送を中止させる
ステップと
　を有する情報配信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、所定の地域に配置されている複数の通信端末、例えば無線端末によって、何れ
かの通信端末によって発信した情報を他の通信端末によって順次転送し、システム全体に
配信する情報配信システム及びその情報配信方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、無線による通信機能を持つ通信端末に中継機能を付与することにより、直接的に通
信できない通信端末の間でも情報の交換が可能となるマルチホップ通信ネットワークに関
する研究が盛んに行われてきた。この分野では、各通信端末が自律的な移動によるネット
ワークトポロジーの急激な変化に順応する効果的なルーティングプロトコルを構築するこ
とが重要である。
【０００３】
一方、限られた地域内、例えば、半径数キロメートルの領域においてのみ必要な地域情報
をリアルタイムで自由に発信できる地域情報広告システムの需要が高まってきている。例
えば、ある地域において、地元の商店のタイムサービス情報、サービスまたは商品案内情
報、ホテルの空室情報、公共交通機関の時刻表、到着情報及び道路渋滞情報などの情報を
限定された地域内にリアルタイムで配信できることが望まれている。
【０００４】
このような限定された地域における情報を配信するネットワークにおいては、必ずしも情
報の転送経路の探索を行う必要はなく、１つの通信端末から発信された情報をすべての通
信端末に迅速に伝達できればよい。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、これまでの情報配信システムにおいて、限られた地域内のすべての通信端末の間
に効率的に情報を配信するシステムはなかった。
例えば、すべての通信端末が新しい情報を受信したときかならず同じ情報を再送信するい
わゆるフラッデング方式の情報配信システムが提案されている。フラッデング方式では、
すべての通信端末が新しい情報を受信したらかならず同じ情報を再送信し、もし受け取っ
た情報が既に受信した情報と一致する場合、重複受信した情報が切り捨てられる方式であ
る。
【０００６】
この通信方式によってすべての通信端末へ情報を配信されることが保証される一方、デー
タ転送が各通信端末でまったく同時に起こらないと仮定すれば、ほぼすべての通信端末が
情報転送を行い、全通信回線でかならず１回の通信が行われる。このため、システム全体
の通信効率が低下し、本来送信しなくてもよい多数の通信端末が送信に加わり、無駄な電
力を消費するほか、電波資源の利用率が低下するという不利益がある。
【０００７】
本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、すべての通信端末への
情報配信を確保しながら電波を送信する端末の数を低減し、通信端末の無駄な電力消費を
防ぎ、システム全体の通信効率及び電波資源の利用率の向上を実現できる情報配信システ
ム及びその配信方法を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明の情報配信システムは、複数の通信端末を有し、何れ
かの通信端末から発信された情報が他の通信端末によって順次転送される情報配信システ
ムであって、各通信端末は、他の通信端末によって送信された情報を受信する受信手段と
、当該情報を送信した通信端末からの距離を求める距離取得手段と、所定の基準距離を設
定し、上記距離取得手段によって取得した距離が当該基準距離に近付くほど上記情報を転
送する送信待ち時間を小さく設定する送信待ち時間計算手段と、上記送信待ち時間計算手
段によって計算した上記送信待ち時間を経過したのち、上記情報を転送する送信手段と、
第１の情報の送信待ち時間中に、他の通信端末から送信された当該第１の情報と同一の第
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２の情報を上記受信手段によって受信したとき、当該第１の情報と当該第２の情報の両方
の転送を中止させる制御手段とを有する。
【０００９】
　また、本発明では、好適には、上記受信手段が電波を受信し、上記送信手段が電波を送
信する。
【００１０】
　また、本発明では、好適には、上記送信待ち計算手段が、上記基準距離を上記情報を送
信した通信端末の電波伝播距離の半分に設定する。
【００１１】
　また、本発明では、好適には、上記距離取得手段は、上記受信手段によって受信した電
波の信号の強度に応じて、上記受信した情報を送信した通信端末からの距離を求める。
【００１２】
　また、本発明では、好適には、上記距離取得手段は、上記受信手段によって受信した電
波の信号の位相に応じて、上記受信した情報を送信した通信端末からの距離を求める。
【００１３】
　また、本発明の情報配信システムは、複数の通信端末を有し、何れかの通信端末から発
信された情報が他の通信端末によって順次転送される情報配信システムであって、各通信
端末は、他の通信端末によって送信された情報を受信する受信手段と、本通信端末に電源
を供給する電池の残量が大きいほど、上記情報を転送する送信待ち時間を小さく設定する
送信待ち時間計算手段と、上記送信待ち時間計算手段によって計算した上記送信待ち時間
を経過したのち、上記情報を転送する送信手段と、第１の情報の送信待ち時間中に、他の
通信端末から送信された当該第１の情報と同一の第２の情報を上記受信手段によって受信
したとき、当該第１の情報と当該第２の情報の両方の転送を中止させる制御手段とを有す
る。
【００１４】
　また、本発明の情報配信方法は、複数の通信端末を有し、何れかの通信端末から発信さ
れた情報が他の通信端末によって順次転送される情報配信方法であって、上記通信端末に
おいて、他の通信端末によって送信された情報を受信するステップと、当該情報を送信し
た通信端末からの距離を求めるステップと、所定の基準距離を設定し、求められた上記距
離が当該基準距離に近付くほど上記情報を転送する送信待ち時間を小さく設定するステッ
プと、設定された上記送信待ち時間を経過したのち、上記情報を転送するステップと、第
１の情報の送信待ち時間中に、他の通信端末から送信された当該第１の情報と同一の第２
の情報を受信したとき、当該第１の情報と当該第２の情報の両方の転送を中止させるステ
ップとを有する。
【００１５】
　また、本発明の情報配信方法は、複数の通信端末を有し、何れかの通信端末から発信さ
れた情報が他の通信端末によって順次転送される情報配信方法であって、上記通信端末に
おいて、他の通信端末によって送信された情報を受信するステップと、本通信端末に電源
を供給する電池の残量が大きいほど、上記情報を転送する送信待ち時間を小さく設定する
ステップと、設定された上記送信待ち時間を経過したのち、上記情報を転送するステップ
と、第１の情報の送信待ち時間中に、他の通信端末から送信された当該第１の情報と同一
の第２の情報を受信したとき、当該第１の情報と当該第２の情報の両方の転送を中止させ
るステップとを有する。
【００１９】
【発明の実施の形態】
図１は本発明に係る情報配信システムの一実施形態を示す構成図である。
本実施形態の情報配信システムは、互いに情報を交信する複数の通信端末によって構成さ
れている。図１は、通信端末１０－１，１０－２及び１０－３を用いて、このシステムの
一部分のみを例示している。
【００２０】
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本実施形態の情報配信システムは、所定の地域に配置されている複数の通信端末によって
構成され、これらの通信端末は、それぞれみずからの情報を他の通信端末に送信する情報
発信機能を有するほか、他の通信端末の送信信号を受信し、受信信号をさらに次の通信端
末に転送する情報転送の機能も有する。
なお、各通信端末から送信した信号の伝播範囲は、システム全体のサービス領域に比べて
小さいため、１の通信端末から発信された情報が地域全体に分布されているすべての通信
端末に送信するために、複数の通信端末による中継が必要である。
【００２１】
図１は、本実施形態の一部分の構成を示しており、この部分における情報伝達を示してい
る。ここで、例えば、通信端末１０－１が他の通信端末から情報を受信し、または通信端
末自身によって発信情報を生成した場合、この情報が周囲に送信される。通信端末１０－
２と１０－３は、通信端末１０－１によって送信された情報を受信すると、これらの通信
端末において受信した情報に所定の付加情報を付け加えた上、所定の条件を満たしたとき
それぞれ受信した情報を送信する。そして、通信端末１０－２と１０－３によって送信さ
れた情報を受信した他のの通信端末が同様な動作を繰り返すことによって、地域全体に分
布するすべて通信端末に情報が送信される。
【００２２】
図２は、通信端末の一構成例を示している。ここで、通信端末に符号１０を付して表記し
ている。本実施形態の情報配信システムを構成しているすべての通信端末が、ここに示す
通信端末１０とほぼ同じ構成を有するものである。また、システム全体において、送信信
号の符号化方式、変調方式が予めシステムによって決められる。このため、各通信端末は
規定の符号化方式で送信したい情報を符号化し、さらに符号化した情報をシステムによっ
て定められた変調方式で変調して送信する。
【００２３】
本実施形態の情報配信システムにおいて、各通信端末の信号転送方式は特に制限されるこ
となく、無線、有線の何れでもよい。なお、通信端末が据え置き型の場合有線方式が適し
ているが、通信端末が自由に移動可能な場合、主に無線通信方式が利用される。さらに、
無線通信方式において、電波を用いる電波通信と、光（例えば、レーザ光線、赤外線など
）を用いた光通信など種々の通信方式を採用することが可能である。
なお、以下の説明において、主に電波を用いた無線通信方式で情報を転送する無線通信端
末を例に説明する。
【００２４】
図２に示すように、通信端末１０は受信部１１、情報生成部１２、制御部１３、ユーザイ
ンターフェース１４及び送信部１５によって構成されている。
通信端末１０における各構成部分は、ハードウェア及びそのハードウェアを制御するソフ
トウェアによって実現される。例えば、図２に示す構成部分のうち、情報生成部１２及び
制御部１３は、信号処理を行うＣＰＵ（中央処理装置）またはＤＳＰ（ディジタル信号処
理装置）及びこれらの処理装置を動作させるためのソフトウェアによって実現できる。
受信部１１は、本発明の受信手段に相当し、送信部１５は、本発明の送信手段に相当する
。また、本発明の送信待ち時間取得手段、距離取得手段、待ち時間計算手段は、例えば、
制御部１３によって実現される。以下、通信端末の各構成部分について説明する。
【００２５】
通信端末１０において、受信部１１は、他の通信端末によって送信された信号を受信し、
受信信号をシステムで規定された変調方式に対応した復調方式で復調し、さらに規定され
た符号化方式に対応した復号方式で受信信号を復号し、もとの情報を再生する。
【００２６】
情報生成部１２は、通信端末自身から送信するための情報、即ち、当該通信端末１０のオ
リジナル情報を生成する。情報生成部１２は、例えば、ユーザインターフェース１４によ
って入力された情報に基づいて、送信情報をパッケージ化して、それぞれのパッケージに
情報の属性、発信元の識別情報などの付加情報を加える。情報生成部１２によって生成し
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た情報が送信部１５に送られ、送信部１５によって他の通信端末に送信される。
【００２７】
制御部１３は、通信端末の各構成部分の動作を制御する。例えば、受信部１１によって他
の端末の送信信号を受信した場合、受信信号の種類、属性に基づき、受信信号が一般に配
信された情報なら、受信信号をユーザインターフェース１４に転送させ、ユーザインター
フェース１４によって、画像、文字情報の場合情報をモニタ画面に表示し、音声情報の場
合、スピーカによって音声を出力する。また、受信信号がある特定の通信端末間で行われ
る１対１の通信、いわゆるＰ－ｔｏ－Ｐ（Ｐｅｅｒ－ｔｏ－Ｐｅｅｒ）通信の信号であり
、かつ、自分がこの通信の中継ルート上にある場合、受信信号を直接送信部１５に転送さ
せ、送信部１５によって、受信信号を次の中継端末または目的の通信端末に向けて送信す
る。
【００２８】
ユーザインターフェース１４は、ユーザが通信端末に情報を入力し、または通信端末から
情報を受け取るために用いられる。例えば、ユーザインターフェース１４に、入力手段と
してキーボートの他に、マウス、タッチパネルなどいわゆるポインテングデバイスを有し
、ユーザがこれらの入力手段を用いて通信端末に情報を入力し、操作を指示する。また、
ユーザインターフェース１４に、出力手段として画像、文字情報を表示する表示デバイス
、例えば、液晶ディスプレイ、及び音声情報を出力するスピーカなどを備えており、受信
部１１によって受信した情報がこれらの出力手段によってユーザに提供される。
【００２９】
送信部１５は、受信部１１によって受信した情報を送信し、または情報生成部１２によっ
て生成した情報を送信する。例えば、受信部１１によって受信した情報が他の通信端末間
のＰ－ｔｏ－Ｐ通信信号であり、かつ自分がこの通信の中継ルート上にある場合、送信部
１５は、受信部１１によって受信した信号を次の通信端末に送信する。このとき、必要に
応じて、受信した情報に、自分の端末ＩＤなどの識別情報を受信信号に付加して送信する
こともできる。
また、通信端末が自分のオリジナルの情報を発信する場合、情報生成部１２によって生成
された情報が送信部１５に送られ、送信部１５は、この情報をシステムで定められた符号
化方式で符号化し、符号化した情報を所定の変調方式で変調して送信する。
【００３０】
上述した通信端末１０を用いて構成された情報配信システムにおいて、何れかの通信端末
によって生成されたオリジナル情報が多数の通信端末によって順次転送されるので、シス
テム全体に分布されるほぼすべての通信端末に情報を配信することができる。また、シス
テムの分布地域において直接通信できない２つの通信端末が、所定の通信ルート上に配置
されている他の通信端末の中継によって、情報の送受信を実現することもできる。
【００３１】
次に、本実施形態の情報配信システムにおける情報配信時の動作について説明する。本実
施形態の情報配信システムにおいて、各通信端末は、情報受信、情報送信及び送信待ちの
３つの処理によって、所定の情報をシステム全体に効率的に配信される。以下、通信端末
におけるそれぞれの処理について説明する。
【００３２】
まず、本実施形態の情報配信システムにおける各通信端末の間に送受信される情報のフォ
ーマットについて説明する。
図３は、情報のフォーマットの一例を示している。ここで、端末ＩＤは、情報配信システ
ムによって各通信端末に付与されている識別番号である。各通信端末に付与されている端
末ＩＤは、システム全体において唯一である。このため、情報を発信する通信端末が自分
の端末ＩＤを送信情報に付加しておけば、システムにおいて発信元の通信端末を一意的に
識別できる。
【００３３】
図示のように、端末の送信情報ＩＮＦＯの中に、情報源通信端末ＩＤ（ｓｉｄ）、情報Ｉ
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Ｄ（ｉｉｄ）、親通信端末ＩＤ（ｐｉｄ）、親通信端末からの距離（ｄｉｓｔ）、親通信
端末の電波伝播範囲（ｒａｎｇｅ）、情報発信時間（ｄａｔｅ）などを含む時間情報、情
報源通信端末からのホップ数（ｈｏｐ）、最大ホップ数（ｍａｘｈｏｐ）、情報転送フラ
グ（ｔｒａｎｓｆｅｒ）、及び情報の内容（ｄａｔａ）などの項目が含まれている。
【００３４】
以下、図３に示す情報フォーマットの各項目について説明する。
情報源通信端末ＩＤｓｉｄは、最初にその情報を発信する通信端末のＩＤである。従って
、自ら情報を発信する通信端末は、この項目に自分の端末ＩＤ番号を設定する。
【００３５】
情報ＩＤｉｉｄは、情報を発信する各通信端末によって任意に決定可能な、情報を区別す
るための識別子である。本実施形態の情報配信システムにおいて、１つの通信端末から複
数の情報を発信する可能性もあるため、この情報ＩＤが用意されている。情報を発信する
通信端末は、更新された情報を送信する場合には前回設定した値と同じ値を設定する。
【００３６】
親通信端末ＩＤｐｉｄには、情報を転送する通信端末によって自分のＩＤが設定される。
各通信端末が何らかの情報を受信したとき、その情報を送信した通信端末を親通信端末と
いい，親通信端末ＩＤｐｉｄで識別する。
【００３７】
親通信端末からの距離ｄｉｓｔは、情報を送信した親通信端末からそれを受信した通信端
末までの距離を示している。なお、この距離ｄｉｓｔは、厳密に測定した正確な数値であ
る必要がなく、実用上は受信信号のＳＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　ｎｏｉｓｅ　ｒａｉｔ
ｏ）に基づいて推定された値でも差し支えない。
【００３８】
親通信端末の電波伝播距離ｒａｎｇｅは、情報を発信した親通信端末からそれを受信した
端末までの距離を示している。
【００３９】
情報発信時間ｄａｔｅには、情報を送信する時点の時間を設定する。この時間は厳密であ
る必要はないが、必ず前回発信した情報のｄａｔｅよりも大きな値にしなければならない
。本実施形態の情報配信システムではフラッディング方式と同様に、同一情報を受信した
かどうかを知るために各ノード内でデータを比較する必要があるが、リアルタイム情報は
何度も繰り返し送信される場合もあるため、受信情報のｓｉｄとｉｉｄのみの比較では不
十分である。そこで、情報源ノードが情報を発信するときに発信時間を情報発信時間ｄａ
ｔｅに書き込んで送り、この情報を受信した通信端末ではこの情報発信時間ｄａｔｅも比
較対象に加えて、重複受信した情報であるかどうかについて判別する。
【００４０】
情報有効期間ｄｌｉｍには、この情報の有効期間を設定する。情報ＩＮＦＯを受信した各
通信端末は、受信時刻からこの情報有効期間ｄｌｉｍだけ時間が経過したら、その情報を
破棄する。リアルタイム情報を配信するシステムにおいて、この時間を短く設定して、情
報が削除される前に更新された情報が送られる。また、最悪の場合でも情報配信限界内の
何パーセントの通信端末が情報を受信している必要があるかを考慮して、情報配信限界の
直径と通信端末の移動速度から、情報有効期間ｄｌｉｍの値が決定される。
【００４１】
情報受信時間ｒｄａｔｅには、通信端末によってある情報ＩＮＦＯを受信したとき、受信
時間が設定される。各通信端末において、ある情報を受信した受信時間ｒｄａｔｅと現在
の時間ｔｉｍｅに基づき、当該情報を受信したときからの経過時間をｔｉｍｅ－ｒｄａｔ
ｅで算出する。そして、この経過時間が後述する所定の送信待ち時間ｔｗ を経過したとき
、受信情報を送信する。また、経過時間が上述した情報有効期間ｄｌｉｍに達したとき、
受信した情報を破棄する。このように、情報受信時間ｒｄａｔｅは、通信端末が次の処理
を開始する時間の基準となる。
【００４２】
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情報源通信端末からのホップ数ｈｏｐは、情報源となる通信端末から他の通信端末による
中継の回数を表す。情報ＩＮＦＯをシステムに配信しようとする通信端末はその情報ＩＮ
ＦＯのホップ数ｈｏｐを０に設定して送信する。そして、中継される通信端末が受信した
情報ＩＮＦＯのホップ数に１を足して送信する。
【００４３】
最大ホップ数ｍａｘｈｏｐは、通信端末による最大の中継回数を示す。情報源である通信
端末は、この最大ホップ数ｍａｘｈｏｐを設定して情報ＩＮＦＯを送信する。そして、こ
の情報ＩＮＦＯを受信した通信端末は、上述したホップ数ｈｏｐを更新し、送信後のホッ
プ数ｈｏｐがこの最大ホップ数ｍａｘｈｏｐを超えたとき、受信情報を送信しない。
【００４４】
情報転送フラグｔｒａｎｓｆｅｒは、情報を受信した通信端末が受信した情報ＩＮＦＯを
送信するか否かを制御するフラグである。情報フラグｔｒａｎｓｆｅｒが真（Ｔｒｕｅ）
の場合、所定の送信条件を満たした時点で情報ＩＮＦＯを送信し、そして、情報フラグｔ
ｒａｎｓｆｅｒが真ではない（Ｆａｌｓｅ）の場合、情報を送信しない。
【００４５】
送信情報ｄａｔａは、情報源である親通信端末によって送信される情報データである。こ
の情報データは、複数の通信端末の中継によってシステムを構成するすべての通信端末に
配信される。
【００４６】
上述した各部分から構成された送信情報ＩＮＦＯは、１パケットで送信することが理想的
であるので、各パケットがサイズの小さい情報として構成されることが好ましい。
【００４７】
図４は、各通信端末に保持されている通信端末の保有情報を示している。図示のように、
各通信端末に、自ＩＤ（ｉｄ）、電波伝播範囲（ｒａｎｇｅ）及び情報リスト（ｉｎｆｏ
ｌｉｓｔ）がそれぞれ保持されている。以下、各通信端末の保有情報について説明する。
【００４８】
通信端末の保有情報のうち、自ＩＤｉｄは、自分の端末ＴＤである。なお、この端末ＩＤ
は、システムによって各通信端末に一意的に付与されている識別番号である。
【００４９】
電波伝播範囲ｒａｎｇｅは、自分が送信した情報の最大伝播距離である。通常、各通信端
末によって送信した信号は、ある半径を持つ円形領域をカバーする。このため、電波伝播
範囲ｒａｎｇｅは、通信端末の送信信号がカバーする領域の半径を示している。電波伝播
範囲ｒａｎｇｅは、通信端末の送信部１５のパワー及び電波環境によって決まる。通常、
送信部の送信パワーに基づき換算される値となる。
【００５０】
そして、情報リストｉｎｆｏｌｉｓｔは、通信端末によって複数の情報を送信または受信
した場合、これらの情報を示すリストである。各通信端末において、情報リストｉｎｆｏ
ｌｉｓｔを設けることによって、複数の情報を扱えるようになる。
【００５１】
次に、本実施形態情報配信システムにおける各通信端末の動作について説明する。
前述のように、各通信端末は、情報受信、情報送信及び送信待ちの３つの動作を行う。以
下、それぞれの動作について詳しく説明する。
【００５２】
従来の情報配信システムにおいて、すべての通信端末が新しい情報を受信したときかなら
ず同じ情報を再送信するいわゆるフラッデング方式が採用されていた。フラッディング方
式において、受信情報がすでに送信済の情報と一致する場合、２重送信を避けて受信信号
を破棄するが、それ以外の場合すべての受信信号を再送信する。このため、システム全体
から見れば、送信する回数が大きい。特に通信端末の分布密度の高い領域において、すべ
ての通信端末によって同じ情報が何回も送信されるので、システムの負担が大きくなるほ
か、無駄な電波送信による各通信端末の消費電力の増加、通信効率の低下を招く。
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【００５３】
この従来の方式に対して、本実施形態の情報配信システムでは、ある情報ＩＮＦＯを受信
した通信端末は、受信情報を再送信するか否かについてある判断基準を設けて、この基準
を満たした場合再送信を行い、それ以外の場合再送信をしない。このような制御を行うこ
とによって、システム全体から見れば、情報を転送するために送信を行う通信端末の数を
大幅に低減でき、通信効率の向上及び電波資源の利用率の改善が図れる。
【００５４】
各通信端末において、受信情報を再送信するか否かの判断基準によって、ＦＦＮＬ（Ｆａ
ｒＦｉｒｓｔ　ＮｅａｒＬａｓｔ）方式、ＦＢＣ（Ｆａｉｒ　Ｂａｔｔｅｒｙ　Ｃｏｎｓ
ｕｍｐｔｉｏｎ）及びＭＤ（Ｍｏｄｅｒａｔｅ　Ｄｉｓｔａｎｃｅ）に分けられる。以下
、それぞれの制御方式について説明する。
【００５５】

まず、ＦＦＮＬ方式について説明する。この方式では、ある通信端末によって１つの情報
を送信したとき、この通信端末の電波伝播範囲内にあるすべての通信端末において、情報
を送信した端末からもっとも遠くある通信端末が先に送信する。そして、同じ情報につい
て２回受信したとき、その情報を送信しない。
【００５６】
図５は、ＦＦＮＬ方式を説明するための図である。
図５において、通信端末１０－１は、ある情報を最初に送信した通信端末である。そして
、通信端末１０－２と１０－３は、通信端末１０－１の送信信号を受信し、受信信号をさ
らに他の通信端末に転送する通信端末である。
また、図５において、円形の領域ＣＡ１は、通信端末１０－１の送信電波が届く範囲、即
ち、通信端末１０－１の電波がカバーする領域を示し、円形領域ＣＡ２とＣＡ３は、それ
ぞれ通信端末１０－２と１０－３の送信電波がカバーする領域を示している。
【００５７】
ＦＦＮＬ方式では、ある情報を受信した通信端末において、この情報を送信した親通信端
末との距離に応じて、受信情報を転送するための送信待ち時間ｔｗ を設定し、送信待ち状
態にする。そして、受信時間ｔＲ から待ち時間ｔｗ を経過したとき、受信した情報を送信
する。なお、待ち時間の間に他の通信端末によって同じ情報が送信された場合、待ち状態
を解除し、送信を取り止める。こうした制御によって、ある所定の領域において、何れか
１つの通信端末によって情報を転送することで、転送された情報を受信した他の通信端末
が同じ情報を転送するのを中止するので、同じ情報を多数の通信端末によって重複して送
信されることを回避できる。
【００５８】
送信待ち時間ｔｗ は、親通信端末からの距離ｄｉｓｔ、親通信端末の電波伝播範囲ｒａｎ
ｇｅ及び予め設定された２つの定数ＡとＢに基づき、次に示す式によって算出される。
【００５９】
【数１】
　
　
　
　
【００６０】
ここで、親通信端末からの距離ｄｉｓｔは、正確に測定した結果である必要がなく、例え
ば、受信信号のＳＮＲ、または受信信号の位相などに基づき算出しても差し支えない。親
通信端末の電波伝播範囲ｒａｎｇｅは、受信した情報の中に含まれるので、受信信号より
取得できる。定数ＡとＢは、情報配信システムの運用される環境に応じて任意に設定する
ことが可能である。例えば、Ａ＝５０ｍｓ（ミリ秒）、Ｂ＝１００ｍｓとした場合、待ち
時間ｔｗ が親通信端末からの距離ｄｉｓｔ及び親通信端末の電波伝播範囲ｒａｎｇｅによ
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って、５０～１５０ｍｓの間で決定される。
【００６１】
こうして算出した送信待ち時間ｔｗ は、受信時間ｒｄａｔｅに加算して、次式に示すよう
に、転送予定時間ｓｄａｔｅが算出される。
【００６２】
【数２】
　
　
　
　
　
　
【００６３】
通信端末は、ある情報を受信した時点で、上述した処理によって受信情報を送信（転送）
する送信予定時間ｓｄａｔｅを算出する。そして、送信待ち状態において、時刻が計算さ
れた転送予定時間ｓｄａｔｅに達したとき、受信情報が送信される。なお、送信待ち時間
中に他の通信端末によって同じ情報が送信された場合、情報転送が中止される。また、通
信端末が情報を受信したとき、受信情報に含まれる最大ホップ数ｍａｘｈｏｐに達したか
否かについて、情報転送を行うかについても判断が行われる。
【００６４】
図６～図９は、情報転送を行う通信端末の受信、送信待ち及び送信処理を示すフローチャ
ートである。以下、これらのフローチャートを参照しながら、通信端末における各段階の
処理についてそれぞれ説明する。
【００６５】

まず、図６を参照しつつ、受信時の処理について説明する。
ここで、受信した情報をＩＮＦＯで表し、情報ＩＮＦＯに含まれているパラメータは、Ｉ
ＮＦＯ．ｘｘｘで表す。例えば、情報ＩＮＦＯにある情報ＩＤｉｉｄは、ＩＮＦＯ．ｉｉ
ｄ、親通信端末の電波伝播範囲ｒａｎｇｅは、ＩＮＦＯ．ｒａｎｇｅでそれぞれ表示され
る。
情報ＩＮＦＯを受信した通信端末は、情報ＩＮＦＯに含まれているパラメータに応じて、
情報転送するかを判断し、転送する場合待ち時間ｔｗ 、送信時間ｓｄｔｅの計算などを行
う。なお、通信端末におけるこれらの処理は、例えば、図２に示す情報生成部１２及び制
御部１３によって行われる。
【００６６】
ステップＳＲ１において、受信信号から情報ＩＮＦＯが構築される。これによって、通信
端末は情報ＩＮＦＯの各パラメータを取得できるようになる。
【００６７】
そして、ステップＳＲ２において、情報源通信端末ＩＤｓｉｄまたは親通信端末ＩＤｐｉ
ｄが自分の端末ＩＤと一致するか否かを判断する。一致した場合、受信処理を終了する。
これは、通信端末自身が発信した情報または転送した情報が他の通信端末によって転送さ
れて、再び自分に戻って受信された場合、同じ情報について２度処理する無駄を省くため
である。
【００６８】
次に、ステップＳＲ３において、通信端末に保持されている情報リストｉｎｆｏｒｌｉｓ
ｔの中に、ｓｉｄ，ｉｉｄ及びｄａｔｅが受信した情報のそれぞれのパラメータと一致す
る情報が存在するかどうかを検索する。存在する場合、即ち受信した情報と同じ情報がす
でに自分の情報リストに保持されていることを意味する。このとき、ステップＳＲ４とＳ
Ｒ５の処理に進む。一方、一致する情報が存在しない場合、ステップＳＲ６の処理に進む
。
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【００６９】
ステップＳＲ４において、情報転送フラグＩＮＦＯ．ｔｒａｎｓｆｅｒが偽（Ｆａｌｓｅ
）に設定される。即ち、同じ情報がすでに受信された場合、この情報を転送しない。
次に、ステップＳＲ５に進み、ここで、情報リストｉｎｆｏｌｉｓｔ内にｓｉｄ，ｉｉｄ
及びｄａｔｅが受信した情報のそれぞれのパラメータと一致するすべての情報の転送フラ
グＩＮＦＯ．ｔｒａｎｓｆｅｒが偽に設定される。
【００７０】
なお、ステップＳＲ３の検索結果に基づいたステップＳＲ４とＳＲ５の処理は、通信端末
が送信待ち状態にあるとき、他の通信端末によって同じ情報が転送された場合、送信待ち
中の通信端末が受信した転送情報が自分の情報リストにある情報と一致するので、情報転
送フラグＩＮＦＯ．ｔｒａｎｓｆｅｒを偽に設定することで、同じ情報を重複して転送す
ることが避けられる。これによって、本実施形態の情報配信システムでは、多数の通信端
末によって同じ情報が重複して転送されることが回避できるので、通信の効率化が図れる
。
【００７１】
ステップＳＲ６において、受信した情報ＩＮＦＯが情報リストｉｎｆｏｌｉｓｉｔに格納
される。即ち、ステップＳＲ８の検索の結果、ｓｉｄ，ｉｉｄ及びｄａｔｅが受信した情
報のそれぞれのパラメータと一致する情報が情報リストにない場合、情報ＩＮＦＯが当該
通信端末によって初めて受信されたことを意味するので、情報ＩＮＦＯが情報リストに追
加される。これによって、以降同じ情報を再度受信した場合、ステップＳＲ３の検索処理
によって、重複して受信した情報が転送されず、また、通信端末に保存されることもなく
破棄される。
【００７２】
次いで、ステップＳＲ７において、ＩＮＦＯ．ｒｄａｔｅに現在の時刻を格納し、また、
受信信号ＳＮＲなどに基づいて算出された親通信端末との距離ｄｉｓｔをＩＮＦＯ．ｄｉ
ｓｔに格納し、さらに、情報源通信端末からのホップ数ＩＮＦＯ．ｈｏｐを更新する。
【００７３】
次に、ステップＳＲ８において、情報転送予定時間の設定が行われる。情報転送予定時間
の設定は、上述した式（２）に基づいて行われる。
図７は、ＮＮＦＬ方式における情報転送予定時間の設定処理を示すフローチャートである
。図７に示すように、上述した式（２）に基づいて、送信待ち時間ｔｗ が算出され、それ
に受信時間ＩＮＦＯ．ｒｄａｔｅを加算した結果を送信予定時刻として、ＩＮＦＯ．ｓｄ
ａｔｅに格納される。
【００７４】
次に、ステップＳＲ９において、ステップＳＲ７において更新された情報源通信端末から
のホップ数ＩＮＦＯ．ｈｏｐと最大ホップ数ＩＮＦＯ．ｍａｘｈｏｐとを比較し、当該比
較の結果に応じて、情報転送フラグが設定される。更新されたホップＩＮＦＯ．ｈｏｐが
最大ホップ数ＩＮＦＯ．ｍａｘｈｏｐより小さいとき、ステップＳＲ１０の処理に進み、
それ以外の場合、ステップＳＲ１１の処理に進む。
【００７５】
ステップＳＲ１０において、情報転送フラグＩＮＦＯ．ｔｒａｎｓｆｅｒが真（Ｔｒｕｅ
）に設定される。通信端末が後述する情報送信待ち状態において、現在の時刻がステップ
ＳＲ４において設定された情報転送予定時間ＩＮＦＯ．ｓｄａｔｅに達したか否かをモニ
タし、現在の時刻が情報転送予定時間ＩＮＦＯ．ｓｄａｔｅに達したとき、情報の転送を
行う。
【００７６】
一方、ステップＳＲ１１において、情報転送フラグＩＮＦＯ．ｔｒａｎｓｆｅｒが偽（Ｆ
ａｌｓｅ）に設定される。これによって、通信端末がステップＳＲ４において設定された
情報転送予定時間に達しても、情報転送が行われない。
ステップＳＲ９の判定結果に基づいたステップＳＲ１１の処理によって、本実施形態の情
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報配信システムにおいて、転送回数が情報源の通信端末によって設定された最大ホップ数
ｍａｘｈｏｐに達するまで情報が他の通信端末によって転送される。この最大ホップ数ｍ
ａｘｈｏｐに応じて、その情報の配信限界を設定することが可能である。例えば、すべて
の通信端末の電波伝播範囲ｒａｎｇｅが１００とした場合、その情報の最大配信限界は、
半径１００×ｒａｎｇｅの領域になる。
【００７７】
上述した受信処理によって、通信端末によって新しい情報を受信したとき、当該情報が情
報リストｉｎｆｏｌｉｓｔに格納され、また、受信した情報を転送する転送予定時間が設
定され、さらに、転送を行うか否かを指示する情報転送フラグＩＮＦＯ．ｔｒａｎｓｆｅ
ｒの真偽も設定されるので、これらの設定条件に基づいて、送信待ち及び送信処理が順次
行われる。
【００７８】
上述した受信処理が終了した後、通信端末が送信待ち状態に入る。そして、送信待ち状態
において、他の通信端末によって同じ情報が転送された場合、上述した受信処理において
、情報転送フラグが偽に設定されるので、送信予定時間ｓｄｔｅに達しても情報が転送さ
れない。逆に転送予定時間までに他の通信端末による送信がなかった場合、情報転送が行
われる。
以下、送信待ち及び送信時の処理について説明する。
【００７９】

図８は、通信端末が送信待ち状態にあるときの処理を示すフローチャートである。
まず、ステップＳＷ１において、情報有効期間が過ぎたか否かを判断し、当該判断の結果
に応じて、情報を処分する。図８に示すように、ステップＳＷ１において、現在時刻が情
報受信時間ＩＮＦＯ．ｒｄａｔｅと情報有効期間ＩＮＦＯ．ｄｌｉｍとの和より大きいか
どうかについて判断が行われる。この判断の結果、現在時刻がそれより大きい場合、即ち
、情報の有効期間がすでに過ぎた場合、ステップＳＷ２に進み、情報リストｉｎｆｏｌｉ
ｓｔにある当該情報ＩＮＦＯが削除され、処理が終了する。
【００８０】
一方、ステップＳＷ１における判断の結果、現在時刻が情報受信時間ＩＮＦＯ．ｒｄａｔ
ｅと情報有効期間ＩＮＦＯ．ｄｌｉｍとの和より小さいと場合、即ち、情報の有効期間が
過ぎていない場合、ステップＳＷ３以降の処理が行われる。
【００８１】
ステップＳＷ３において、情報転送フラグＩＮＦＯ．ｔｒａｎｓｆｅｒが真であるかどう
かが判断される。真の場合、ステップＳＷ４以降が処理が実行され、逆に偽である場合、
処理が終了する。
【００８２】
ステップＳＷ４において、情報転送フラグＩＮＦＯ．ｔｒａｎｓｆｅｒが偽に設定される
。そして、ステップＳＷ５において、情報ＩＮＦＯが情報リストｉｎｆｏｌｉｓｔに上書
きされる。
【００８３】
続いて、ステップＳＷ６において、通信端末自身のＩＤであるｉｄが親通信端末ＩＤに格
納され、さらに、通信端末自身の電波伝播範囲ｒａｎｇｅが親通信端末の電波伝播範囲Ｉ
ＮＦＯ．ｒａｎｇｅに格納される。即ち、情報転送をする場合、通信端末自身が親通信端
末になるので、自身のＩＤ及び電波伝播範囲が情報ＩＮＦＯのそれぞれのパラメータに書
き込まれ、送信される。
【００８４】
そして、上述した書き込み処理が終了後、情報ＩＮＦＯが送信される（ステップＳＷ７）
。
上述したステップＳＷ１からＳＷ７までの処理が通信端末の情報リストｉｎｆｏｌｉｓｔ
にあるすべての情報について繰り返して行われる。
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こうした送信待ち処理によって、転送条件を満たしたすべての受信情報が転送される。
【００８５】

次に、通信端末がオリジナル情報をシステム上発信する送信処理について説明する。
図９は、送信処理の動作を示すフローチャートである。以下、図９を参照しつつ、送信処
理をステップ順に説明する。
【００８６】
ステップＳＤＩにおいて、通信端末自分のＩＤ番号であるｉｄが送信される情報ＩＮＦＯ
の情報源通信端末ＩＤであるＩＮＦＯ．ｓｉｄ及び親通信端末ＩＤであるＩＮＦＯ．ｐｉ
ｄにそれぞれ格納される。
そして、ステップＳＤ２において、送信される情報の情報ＩＤが情報ＩＤであるＩＮＦＯ
．ｉｉｄに格納され、さらに、送信対象となる情報がＩＮＦＯ．ｄａｔａに格納される。
【００８７】
次に、ステップＳＤ３において、現在時刻が情報発信時間ＩＮＦＯ．ｄａｔｅに格納され
、情報の有効期間がＩＮＦＯ．ｄｌｉｍに格納される。なお、ここで、情報の有効期間が
情報ＩＮＦＯを発信する通信端末によって指定される。
【００８８】
次に、ステップＳＤ４において、情報源通信端末からのホップ数ＩＮＦＯ．ｈｏｐに数字
０が設定され、さらに、最大ホップ数ＩＮＦＯ．ｍａｘｈｏｐに通信端末が希望の最大ホ
ップ数が設定される。ここで、通信端末によって情報が最初に発信されるので、ホップ数
ＩＮＦＯ．ｈｏｐが０にリセットされる。また、最大ホップ数を設定することによって、
発信される情報が配信される最大半径が設定される。
【００８９】
次いで、ステップＳＤ５において、通信端末の電波伝播範囲ｒａｎｇｅが親通信端末の電
波伝播範囲ＩＮＦＯ．ｒａｎｇｅに設定される。
そして、ステップＳＤ６において、上述した各ステップによって設定される情報ＩＮＦＯ
が送信される。
【００９０】
上述した受信処理及び送信待ちによって、通信端末は、他の通信端末から送信された情報
について、所定の条件を満たしたときそれを転送する。また、送信処理によって、通信端
末が自分からオリジナル情報をシステムに発信することも可能である。
通信端末によって情報を転送するとき、受信した情報について、ＦＦＮＬ方式に基づいて
転送予定時間ｔｗ を計算し、受信情報に含まれている情報受信時間ＩＮＦＯ．ｒｄａｔｅ
及び算出した待ち時間ｔｗ に基づき、式（２）で情報を転送する転送予定時間ＩＮＦＯ．
ｓｄａｔｅを算出する。そして、送信待ち状態において、他の通信端末によって同じ情報
が転送された場合、情報転送を取り止める。
【００９１】
本実施形態の情報配信システムにおいて、ある情報ＩＮＦＯを送信した親通信端末の周囲
に、当該親通信端末の電波伝播範囲内にあるすべての通信端末によって、親通信端末の送
信情報ＩＮＦＯが受信される。そして、ＦＦＮＬ方式では、情報ＩＮＦＯを受信したすべ
ての通信端末のうち、各通信端末が親通信端末からの距離、即ちＩＮＦＯ．ｄｉｓｔ及び
親通信端末の電波伝播範囲ＩＮＦＯ．ｒａｎｇｅに基づき、式（２）に基づき、情報を転
送する送信待ち時間ｔｗ を算出し、受信時間ＩＮＦＯ．ｒｄａｔｅに加算して転送予定時
間ＩＮＦＯ．ｓｄａｔｅを算出する。送信待ち状態において現在時刻が当該転送予定時間
に達したとき、情報が送信される。また、待ち時間の間に他の通信端末によって同じ情報
が送信されたとき、転送が中止される。
【００９２】
これによって、システム全体において、ある情報を送信した親端末から、もっとも遠く離
れた場所に配置されている通信端末がもっとも短い待ち時間で情報を転送するので、それ
より親通信端末の近くに配置されている他の通信端末が転送情報を受信することで、情報
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転送が中止される。このため、親通信端末の電波伝播範囲ｒａｎｇｅ内に多数の通信端末
が配置されていても、親通信端末からもっとも遠くにある通信端末が最初に受信情報を転
送し、それによって近くにある他の通信端末が同じ情報を重複して転送することが避けら
れるので、情報配信システムの通信効率が向上でき、重複転送による各通信端末の無駄な
電力消費を防止でき、電波資源の利用率の向上を実現できる。
【００９３】
上述したＦＦＮＬ方式では、情報を送信する親通信端末とそれを受信した通信端末間の距
離に基づき、情報転送の待ち時間ｔｗ が計算される。本発明の情報配信システムにおいて
、各通信端末は、親通信端末からの距離のほかに、自分の電池残量に基づいて、送信待ち
時間ｔｗ を計算することも可能である。この場合、電池残量が大きいほど送信待ち時間ｔ

ｗ を小さく設定することによって、電池残量の大きい通信端末がもっとも早く情報を転送
し、他の通信端末がその転送情報により転送を取り止めることによって、複数の通信端末
により同じ情報を重複して転送することが防止できる。
【００９４】
以下、この方式をＦＢＣ（Ｆａｉｒ　Ｂａｔｔｅｒｙ　Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ）方式と
表記する。なお、ＦＢＣ方式を採用する通信端末は、上述したＦＦＮＬ方式を採用する通
信端末とほぼ同じものを利用することができる。ただし、このとき、送信待ち時間の計算
は、上述したＦＦＮＬ方式と異なる計算式によって行われる。以下、ＦＢＣ方式における
送信待ち時間ｔｗ の計算方法について説明する。
【００９５】

ＦＢＣ方式を採用する場合、通信端末の保有情報の中、電池残量ｒｅｓｌｉｆｅと電池最
大動作時間ｍａｘｌｉｆｅの項目が設けられる。電池残量ｒｅｓｌｉｆｅは、現在の電池
容量による動作可能時間で表示され、電池最大動作時間ｍａｘｌｉｆｅは、電池が完全に
充電された状態から動作可能時間で表示される。電池の最大動作時間ｍａｘｌｉｆｅは、
電池の性能及び通信端末の消費電力によって決まり、その通信端末の固有のパラメータで
ある。一方、電池残量ｒｅｓｌｉｆｅが通信端末が使用するにつれて低減し、充電するこ
とによって回復するので、通信端末には、電池の残量を監視し、それに応じて電池残量ｒ
ｅｓｌｉｆｅを常時に、または所定の時間間隔で更新する電池残量管理手段が必要である
。なお、この電池残量更新手段は、既存の技術によって実現可能である。
【００９６】
通信端末が移動端末である場合、その駆動電源はほとんど充電池であるので、情報を送信
することによって電池が消耗され、残量が低減する。このため、システム全体において、
それぞれの通信端末の電池残量に応じて情報を転送する通信端末が決めた方が、もっとも
残量の大きい通信端末が情報を転送する確率が大きく、残量の少ない通信端末が情報転送
を行う確率が小さくなるので、システム全体において、各通信端末の電池の残量が均等に
保持される。
【００９７】
通信端末がある情報を受信したとき、その情報を転送する送信待ち時間ｔｗ を次式に基づ
き計算する。
【００９８】
【数３】
　
　
　
　
　
【００９９】
こうして算出した待ち時間ｔｗ と情報受信時間ＩＮＦＯ．ｒｄａｔｅに基づき、情報転送
予定時間ＩＮＦＯ．ｓｄａｔｅを次に式に基づき計算する。
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【０１００】
【数４】
　
　
　
　
　
　
　
【０１０１】
図１０は、通信端末の受信処理において、ＦＢＣ方式に基づき情報転送予定時間の設定の
動作を示すフローチャートである。ここで、電池残量ｌｉｆｅは、０から１までの範囲内
の数値で表す変数とする。即ち、ｌｉｆｅは、式（３）と（４）のｒｅｓｌｉｆ／ｍａｘ
ｌｉｆｅに相当する変量である。
【０１０２】
図示のように、ここで、情報転送予定時間であるＩＮＦＯ．ｓｄａｔｅは、電池の残量を
示す変数ｌｉｆｅ及び予め与えられた定数ＡとＢ、さらに情報受信時間ＩＮＦＯ．ｒｄａ
ｔｅに基づいて算出される。
【０１０３】
通信端末が送信待ち状態にあるとき、現在時刻がこうして算出された情報転送予定時間に
達したか否かを判断し、当該判断の結果に応じて情報を転送する。即ち、情報転送予定時
刻に達して、且つその間に他の通信端末が同じ情報を転送しなかった場合、その情報を転
送する。
【０１０４】
上述したように、ＦＢＣ方式において、各通信端末の電池の残量に基づきその通信端末の
情報転送予定時間が算出される。電池残量の大きい通信端末の待ち時間が小さく、電池残
量が小さくなるにつれて、待ち時間が大きく設定される。このため、電池残量の大きい通
信端末が優先的に情報転送に利用される。このような制御によって、システム全体におい
て、各通信端末の電池残量に基づき、情報転送を行う通信端末が決められるので、各通信
端末の電池残量がほぼ均一に保たれる。
【０１０５】

次に、情報送信待ち時間の他の決め方であるＭＤ（Ｍｏｄｅｒａｔｅ　Ｄｉｓｔａｎｃｅ
）方式について説明する。
上述したＦＦＮＬ方式は、情報ＩＮＦＯを送信した親通信端末とその情報を受信した通信
端末間の距離ｄｉｓｔに基づき、送信待ち時間ｔｗ を計算する。この場合、距離ｄｉｓｔ
に対して、待ち時間ｔｗ は単調に増加（減少）するように決定される。
【０１０６】
ＦＦＮＬ方式では、情報ＩＮＦＯを送信した親通信端末からもっとも遠くにある通信端末
が情報転送に選択される可能性が高い。この方式により、システム全体において転送回数
の合計値が小さく抑えることが可能である。しかし、この転送方式がある２つの端末間の
Ｐ－ｔｏ－Ｐ通信に利用する場合、問題がある。即ち、選択された転送端末が親通信端末
からの距離がもっとも大きいので、この通信端末が移動する結果、親通信端末の電波伝播
範囲から外れることがある。この合、この通信端末と親通信端末間電波の交信できなくな
り、Ｐ－ｔｏ－Ｐ通信が成り立たなくなる可能性がある。
【０１０７】
この問題を回避するため、ＭＤ方式では、送信待ち時間を計算するための基準距離である
クリティカル距離（Ｃｒｉｔｉｃａｌ　ｄｉｓｔａｎｃｅ）γを導入し、親通信端末から
の距離ｄｉｓｔ及び親通信端末の電波伝播範囲ｒａｎｇｅに基づき、情報送信待ち時間ｔ

ｗ を次式に基づき計算する。
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【０１０８】
【数５】
　
　
　
　
　
　
　
【０１０９】
本実施形態の情報配信システムにおいて、ＭＤ方式を採用して送信待ち時間を計算する場
合、クリティカル距離γは、例えば、通信端末の電波伝播範囲ｒａｎｇｅの半分程度に設
定される。
【０１１０】
図１１は、通信端末の受信処理において、ＭＤ方式に基づき情報転送予定時間の設定の動
作を示すフローチャートである。なお、ここで示す処理ステップＳＲ８－３、ＳＲ８－４
及びＳＲ８－５までの処理は、図６に示す情報転送予定時間の設定（ステップＳＲ８）を
詳しく示している。
図１１に示すように、情報転送予定時間の設定処理において、まず、求められた親通信端
末からの距離ＩＮＦＯ．ｄｉｓｔがクリティカル距離γと比較される（ステップＳＲ８－
３）。当該比較の結果、ＩＮＦＯ．ｄｉｓｔがクリティカル距離γより小さい場合、ステ
ップＳＲ８－４の処理に実行され、逆にＩＮＦＯ．ｄｉｓｔがクリティカル距離γより大
きい場合、ステップＳＲ８－５の処理が実行される。
【０１１１】
ステップＳＲ８－４において、ＩＮＦＯ．ｄｉｓｔが増加するにつれて、送信待ち時間ｔ

ｗ が単調に減少するように計算され、そして、算出した待ち時間ｔｗ を情報受信時間ＩＮ
ＦＯ．ｒｄａｔｅに加算して情報転送予定時間ＩＮＦＯ．ｓｄａｔｅが計算される。
一方、ステップＳＲ８－５において、ＩＮＦＯ．ｄｉｓｔが増加するについて、送信待ち
時間ｔｗ が単調に増加するように計算される。そして、算出した待ち時間ｔｗ を情報受信
時間ＩＮＦＯ．ｒｄａｔｅに加算して情報転送予定時間ＩＮＦＯ．ｓｄａｔｅが計算され
る。
【０１１２】
即ち、ＭＤ方式では、親通信端末からの距離ｄｉｓｔがクリティカル距離γ以下の場合、
送信待ち時間ｔｗ が距離ｄｉｓｔの増加につれて単調に減少するように決定される。一方
、親通信端末からの距離ｄｉｓｔがクリティカル距離γ以上の場合、送信待ち時間ｔｗ が
距離ｄｉｓｔの増加につれて単調に増加するように決定される。
【０１１３】
これによって、親通信端末からの距離がクリティカル距離γにもっとも近い通信端末が優
先的に情報転送に選択される。それ以外の場合、クリティカル距離γから離れるにつれて
、送信待ち時間ｔｗ が大きく設定されるので、情報転送に選択される可能性が低くなる。
【０１１４】
このように、ＭＤ方式において、ある情報ＩＮＦＯを送信した親通信端末からクリティカ
ル距離を半径に描いた円周（以下、これをクリティカル円という）にもっとも近い通信端
末の送信待ち時間ｔｗ がもっとも小さく設定され、クリティカル円から離れるにつれ、送
信待ち時間ｔｗ が徐々に大きく設定されるので、クリティカル距離を基準に情報転送に利
用される通信端末が選択される。
【０１１５】
このため、クリティカル距離γを適宜設定することによって、情報転送用通信端末の分布
を制御でき、その通信端末がある程度移動しても、後に行われるＰ－ｔｏ－Ｐ通信のとき
通信路を確保することが可能である。例えば、クリティカル距離γを親通信端末の電波伝
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播範囲ｒａｎｇｅの半分程度に設定することによって、親通信端末から、その電波の届く
最大距離の半分のところに位置する通信端末が情報転送に優先的に選択される。このため
、この通信端末が多少移動しても、親通信端末の電波伝播範囲から外れることなく、Ｐ－
ｔｏ－Ｐ通信時の通信ルートを保証できる。
【０１１６】
図１２と図１３は、本実施形態の情報配信システムにおいて、転送待ち時間を制御するそ
れぞれの方式を用いた場合の受信端末数に対する電波発信端末数、即ち電波発信率及びホ
ップ数による情報受信率の変化を示すシミュレーションの結果である。以下、これらの図
を参照しながら、各方式について比較して説明する。
図１２は、情報配信システムにおいて、情報を受信した通信端末の数に対する電波を発信
した通信端末の数の比、いわゆる電波発信率のグラフを示している。図１２において、ラ
ンダム方式は、情報を受信したすべての通信端末によって受信情報を転送するフラッディ
ング方式である。図示のように、ランダム方式がもっとも高い電波発信率を持ち、これに
対して他の制御方式において、電波発信率が低くなっている。特にＦＦＮＬ方式では、電
波発信率がもっとも低くなる。これは、ＦＦＮＬ方式によって無駄な発信が防止できるた
めである。
【０１１７】
また、図１３は、ホップ数による情報受信率のグラフを示している。なお、この情報受信
率とは、あるホップ数で所定の情報を送信したとき、システム全体の通信端末の数に対し
て、送信した情報を受信できる通信端末が占める割合である。情報受信率が高い方がある
一定のホップ数によって情報を受信する通信端末が多いことを示している。図１３に示す
ように、同じホップ数において、ランダム方式に比べて、ＦＦＮＬ方式を用いた方がもっ
とも高い情報受信率を得られる。なお、図１３に示すように、ＭＤ方式においては、情報
受信率が低くなっているが、これは、シミュレーションにおいて、クリティカル距離が親
通信端末の電波伝播範囲の半分程度に設定されているため、各通信端末の電波の最大伝播
距離が利用されていないためである。ただし、ＭＤ方式の場合情報受信率が低下するわり
に、後述するように、Ｐ－ｔｏ－Ｐ通信の場合転送路の確保を容易に実現できる利点があ
る。
【０１１８】
次に、本実施形態の情報配信システムにおける通信端末間のＰ－ｔｏ－Ｐ通信について説
明する。
本実施形態の情報配信システムにおいて、各通信端末によってシステム上で配信される情
報ＩＮＦＯは、例えば、ある情報の概要、またはその通信端末が持つ複数の情報を示す一
覧情報である。そして、この情報ＩＮＦＯがシステム上複数の通信端末によって転送され
、システム全域に配信されたとき、ある通信端末（以下、これを情報注文端末）が情報Ｉ
ＮＦＯに基づき、さらに詳しい情報を取得しようとする場合、当該情報注文端末と情報源
通信端末間でＰ－ｔｏ－Ｐ通信を行うための通信路が確立され、この通信路を介して情報
源通信端末から情報注文端末に取得しようとする情報が転送される。
【０１１９】
Ｐ－ｔｏ－Ｐ通信の場合、まず、情報注文端末からある情報を取得する注文信号が送信さ
れる。この注文信号に、情報を転送した親通信端末を示す親端末識別情報、例えば、受信
した転送信号に含まれている親通信端末ＩＤ（ＩＮＦＯ．ｐｉｄ）が含まれる。そして、
親通信端末がこの注文信号を受信したとき、親識別情報に基づき自分が指定されたことを
了解し、この注文情報をさらに親通信端末に送信する。この場合、親通信端末は、自分の
情報リストｉｎｆｏｌｉｓｔに格納されている情報から、注文情報に関連する情報を転送
したときに作成されたリスト情報から、そのときの親通信端末のＩＮＦＯ．ｐｉｄを取得
し、親端末識別情報を更新して注文情報を送信する。
【０１２０】
上述したように、情報注文端末から遡って情報ＩＮＦＯを発信した情報源通信端末に注文
情報を送信することができる。そして、注文情報を転送したすべての通信端末において、
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転送元と転送先の通信端末がペアとして記憶される。そして、この記憶情報に基づき、Ｐ
－ｔｏ－Ｐ通信のとき、受信した情報の転送先を設定できる。これによって、Ｐ－ｔｏ－
Ｐ通信ルートが確立される。この注文情報を受け取った情報源通信端末は、要求された情
報を確立された通信ルートを通じて情報注文端末に送信する。
【０１２１】
上述したように、本実施形態の情報配信システムにおいて、任意の２つの通信端末間にＰ
－ｔｏ－Ｐ通信ルートを確立でき、この通信ルートに基づき、２つの通信端末間に情報交
換を実現できる。なお、上述したように確立されたＰ－ｔｏ－Ｐ通信ルートが、ルート上
の端末の移動、電源切れなどによって切断された場合、切断箇所の前後にある通信端末が
代わりの通信端末を見つけて通信ルートを再構築することも可能である。
【０１２２】
以上説明したように、本実施形態の情報配信システムによれば、ある通信端末を発信した
情報ＩＮＦＯがその電波伝播範囲内にある他の通信端末により受信され、情報ＩＮＦＯを
受信した通信端末は所定の方式に基づき、受信情報を転送する情報転送予定時間を算出す
る。そして、送信待ち状態において、情報転送予定時間に達したとき、同じ情報が他の通
信端末によって転送されていない場合、その情報を転送する。情報送信待ち時間を提案方
式に基づき適宜設定することによって、システムの通信効率を高く維持でき、または、Ｐ
－ｔｏ－Ｐ通信するための通信ルートを容易に確保することができる。このため、情報源
通信端末から必要な情報を注文する情報注文端末と情報源通信端末間に、Ｐ－ｔｏ－Ｐ通
信ルートを確保し、それによって注文情報を１対１で送受信することができる。
【０１２３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の情報配信システム及びその情報配信方法によれば、複数の
端末によってある通信端末によって発信した情報を転送することによって、システムのサ
ービス地域全体に分布されているすべての通信端末に情報を配信することが可能である。
各通信端末において情報転送を種々の方式で制御することによって、所定の条件を満たし
た情報転送を実現できる。
例えば、ＦＦＮＬ方式を用いて、通信端末と受信情報を送信した親通信端末との距離に基
づいて情報転送タイミングを制御することによって、もっとも少ない発信回数でほぼすべ
ての通信端末に情報を配信でき、システム全体の通信効率及び電波の利用率を改善できる
。特に通信端末の分布密度が高い地域において、電波発信率が低くなるほか、すべての受
信端末が受信情報を転送するフラッディング方式に比べて、同じ最大ホップ数でより遠く
の通信端末に情報を伝達可能である。
また、ＦＢＣ方式、即ち各通信端末の電池の残量に応じて通信端末の情報転送タイミング
を制御することによって、システム全体にわたって各通信端末の電池の残量を均等に保つ
ことができる。
さらに、ＭＤ方式、即ちある情報を送信した親通信端末の周囲に想定した所定の半径を持
つクリティカル距離を基準として、このクリティカル距離からの距離に基づいて情報を受
信した通信端末の転送タイミングを制御することによって、通信端末が移動中でも、常に
親通信端末の電波伝播範囲内にある通信端末を選択して情報配信を行うことができる。
また、本発明の情報配信システム及びその情報配信方法によれば、情報送信待ち時間を、
例えば、ＭＤ方式に基づき適宜設定することによって、システムの通信効率を維持しなが
ら、Ｐ－ｔｏ－Ｐ通信するための通信ルートを容易に確保することができる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る情報配信システムの一実施形態を示す構成図である。
【図２】本実施形態の情報配信システムを構成する通信端末の構成を示す構成図である。
【図３】情報ＩＮＦＯの項目を示す図である。
【図４】通信端末に保持されている情報を示す図である。
【図５】通信端末による情報転送の概念を示す図である。
【図６】通信端末における受信処理を示すフローチャートである。
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【図７】ＦＦＮＬ方式による情報転送予定時間の設定を示すフローチャートである。
【図８】通信端末が送信待ち状態時の処理を示すフローチャートである。
【図９】通信端末の送信処理を示すフローチャートである。
【図１０】ＦＢＣ方式による情報転送予定時間の設定を示すフローチャートである。
【図１１】ＭＤ方式による情報転送予定時間の設定を示すフローチャートである。
【図１２】各制御方式における電波発信率を比較するためのシミュレーション結果を示す
グラフである。
【図１３】各制御方式における最大ホップ数に対する情報受信率を比較するためのシミュ
レーション結果を示すグラフである。
【符号の説明】
１０，１０－１，１０－２，１０－３…通信端末、
１１…受信部、１２…情報生成部、１３…制御部、１４…ユーザインターフェース、１５
…送信部。
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